
 

Ⅲ 退職手当制度 

１ 退職手当の計算方法 
 

教職員課給与第２班 

095-894-3338 
 

 
 

退職手当額 
（新条例等退職手当額） 

 

＝ 

 

(1)退職日の給料の月額 

※定年前早期退職の特例措置適用者は特例給料月額 

 

× 

 

【表1参照】 

(2) 支 給 率 

（勤続期間と退職事由により決定） 

 

＋ 

 

(3)退職手当の調整額 
（職務の級等に応じて支給） 

    
 

 

 

 

（１）退職時の給料の月額 

 

 
 退職時の給料の月額 ＝ 給料（３級加算額含む。） ＋ 給料の調整額 ＋ 教職調整額 
 

    
 定年前早期退職者が適用条件を満たす場合は特例措置による給料月額となります。 

 

   【定年前早期退職者の特例措置】 

 

 
 特例給料月額 ＝ 退職時の給料の月額 × ｛１＋（0.02×６０歳と退職の日以後

最初の３月３１日における年齢との差に相当する年数）｝ 
 

    ※定年前早期退職の適用条件（全て満たす場合のみ） 
・勧奨・公務上傷病・公務上死亡により退職する者 

・６０歳に達する日以後最初の３月３１日の属する年の前年までに退職する者 

・勤続２５年以上の者 

・６０歳から１０年を差し引いた年齢以上の者 
なお、６０歳～６４歳の者が退職する場合は、給料月額は割増されません。 

 
 

 例）給料 F2-149 の小学校教諭が、５８歳で勧奨退職する場合の特例給料月額 

（給料月額は令和５年４月１日現在） 

 

 退職時の給料の月額 ＝ 給料 ＋ 教職調整額 ＝ 403,400 ＋ 16,136 ＝ 419,536 円 

 

 特例給料月額 ＝ 419,536 × {1＋（0.02×2 年）} ＝436,317.44 円 ※端数は切り捨てない。 

 

 

 

 

  

退退職職手手当当のの基基本本額額  
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（２）支給率 

 
    退職までの「勤勤続続期期間間」と「退退職職事事由由」によって決定されます。（表 1・2） 

 

   ① 勤続期間は、職員としての引き続いた在職期間（採用された月から退職した月）の月 
    数により計算し、１年未満の端数が有る場合は切り捨てます。また休職、停職等職務に 

    従事しなかった期間が有る場合、その期間の全部、２分の１又は３分の１が在職期間か 
    ら除算されます。 

 

    【３分の１の期間を除算するもの】 

      育児休業（子が１歳に達した日の属する月までの期間）、育児短時間勤務 

    【２分の１の期間を除算するもの】 

      休職（公務上及び通勤による傷病を除く。）、停職、育児休業（子が１歳に達した日   

     の属する月の翌月以降の期間）、大学院修学休業、長期外国語研修 

    【期間の全部を除算するもの】 

      専従休職、自己啓発等休業（休業中の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと

認められる場合は２分の１の期間）、配偶者同行休業 

 

   ② 一般に、期間が引き続いていれば、他の地方公共団体の職員又は国家公務員等であっ 

    た期間を含みます。（退職手当の支給を受けていれば含みません。） 

 

   ③ 退職事由は、定年・勧奨・自己都合・公務外（上）傷病・公務外（上）死亡に分かれ 
    ます。 

 

 
  例）平成元年４月１０日に採用、令和６年３月３１日に退職する、６０歳到達職員の支給率 

    （一般休職有り 平成１５年５月１５日～平成１６年４月１０日）  

 在職期間  ３５年 （平成元年４月～令和６年３月） 

 

  除算期間   １０月 × １／２ ＝ ５月 （除算対象 平成１５年６月～平成１６年３月） 

    

 勤続期間   ３５年 － ５月 ＝ ３４年７月 ＝ ３４年  ※1年未満の端数切り捨て 

 

 支 給 率   表１により  ４６．８３０１５ 

 （６０歳に達した職員は当分の間は定年退職の支給率で算定） 
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（３）退職手当の調整額 

基礎在職期間（出向期間等も含めた全在職期間で、退職手当支給の基礎とされる期間）の各月の調

整月額のうち多いものから 60 月分を合計します。 
    

平成 8 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日までの間の基礎在職期間における職員の区分 

  調整月額 教  育  職 行  政  職 

 第3号区分  59,550 円  ４級（役職加算 20%）   行政職10級 

 第4号区分  54,150 円  ４級（役職加算 15%、管理職手当16・14%）  行政職 9級 

 第5号区分  43,350 円  ４級（役職加算 15%、管理職手当12%）  行政職 8級 

 第6号区分  32,500 円  ３級（管理職手当 12%）  行政職 7級 

 第7号区分  27,100 円  ３級（管理職手当 10%）２級（役職加算10%）  行政職 6級 

 第8号区分  21,700 円  ２級（役職加算  5%）１級（役職加算 5%）  行政職 4級又5級 

 第9号区分     0円   上記以外の者  上記以外の者 

  平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日までの間の基礎在職期間における職員の区分 

  調整月額 教  育  職 行  政  職 

 第3号区分  59,550 円  ４級（役職加算 20%）   行政職 8級 

 第4号区分  54,150 円  ４級（役職加算 15%、管理職手当16・14%）  行政職 7級 

 第5号区分  43,350 円  ４級（役職加算 15%、管理職手当12%）  行政職 6級 

 第6号区分  32,500 円  ３級（管理職手当 12%）  行政職 5級 

 第7号区分  27,100 円  ３級（管理職手当 10%）２級（役職加算10%）  行政職 4級 

 第8号区分  21,700 円  ２級（役職加算  5%）１級（役職加算 5%）  行政職 3級 

 第9号区分     0円   上記以外の者  上記以外の者 

  平成 19 年 4 月 1 日以後の基礎在職期間における職員の区分 

  調整月額 教  育  職 行  政  職 

 第3号区分  59,550 円  ４級（役職加算 20%）   行政職 8級 

 第4号区分  54,150 円  ４級（役職加算 15%、管理職手当5・6種）  行政職 7級 

 第5号区分  43,350 円  ４級（役職加算 15%、管理職手当7種）  行政職 6級 

 第6号区分  32,500 円  ３級（管理職手当 7種）  行政職 5級 

 第7号区分  27,100 円  ３級（管理職手当 8種）２級（役職加算10%）特２級  行政職 4級 

 第8号区分  21,700 円  ２級（役職加算  5%）１級（役職加算 5%）  行政職 3級 

 第9号区分     0円   上記以外の者  上記以外の者 

 ※平成１９年度の変更内容は管理職手当の定額化に伴う、率から区分への変更のみ。 

 その他職員の区分 

 調整月額 医療職（二）及び学校栄養職 海事職 

第6号区分  32,500 円 －  海事職 5級(課長補佐級) 

第7号区分  27,100 円 医療職（二）5級  海事職 5級 

第8号区分  21,700 円 医療職（二）4級  海事職 4級 

第9号区分 0円    上記以外の者  上記以外の者 
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＊退職手当の調整額の計算の考え方 

  [ 自己都合退職者 ] 
   勤続期間 1～9 年の場合  ：調整額は０円 
    勤続期間 10～24 年の場合：第３～８号区分に属していた月の調整月額の合計を２分の１した 

額を支給。 
 [ 自己都合以外の退職者 ] 

勤続期間 1～4 年の場合 ：第３～８号区分に属していた月の調整月額の合計を２分の１した 
額を支給。 

  勤続期間 5～24 年の場合：第３～８号区分に属していた月の調整月額を支給。 

例）昭和 60 年 4 月 1 日採用，令和６年 3 月 31 日に退職する教諭の調整額 

         ※大卒経年 25 年以上（2 級） →第 7 号区分 

           平成 22 年 3 月～令和 6 年 3 月 第 7 号区分：169 月 

 

             調整額    27,100 円 (第 7 号区分）×60  ＝  1,626,000 円 

 

（４）経過措置 

   ① 施行日前日額の保障 

   「新条例等退職手当額＜施行日前日額×83.7/100」の場合は、施行日前日額×83.7/100 を保障。 

    ＊施行日前日額：施行日前日(平成１８年３月３１日)に仮に旧条例退職したとした場合の 

退職手当額 

 
   ② ６０歳に達した職員の退職手当の特例 
   ・６０歳に達した日以降、その者の非違によることなく退職した職員の退職手当の基本

額は、当分の間、退職事由を「定定年年退退職職」として算定します。 
   ・給料月額の７割措置や役職定年による降格に伴い、給料月額が減額される場合、減額

前の給料月額の最高額を考慮して退職手当の支給額を算定します（ピーク時特例）。 
     

【退職手当の基本額の計算方法の特例（ピーク時特例）】 
退職手当の基本額 

＝ ピーク時の給料月額（ア）×ピーク時までの勤続期間に応じた支給率（B） 
＋ 退職時給料月額（イ）×（退職日までの勤続期間に応じた支給率（A） 
－ ピーク時までの勤続期間に応じた支給率（B）） 
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表１　勤続期間と退職事由による支給率 平成30年4月1日以降適用

勤 　　死亡 　勤務公署 　　定年 　最低保障

続   等 　の移転  勧奨（募集）

期  （５条適用

間 　る傷病 　のみ）

 最低保障

1 0.5022 0.837 0.837 1.04625 1.2555 0.837 第 2.7A,3.6A

2 1.0044 1.674 1.674 2.0925 2.511 1.674 六 4.5A

3 1.5066 2.511 2.511 3.13875 3.7665 2.511 条 5.4A

4 第 2.0088 第 3.348 第 3.348 第 4.185 第 5.022 第 3.348 の 5.4A

5 2.511 4.185 三 4.185 5.23125 6.2775 三 4.185 三 5.4A

6 3.0132 三 5.022 条 5.022 四 6.2775 五 7.533 条 5.022

7 三 3.5154 5.859 第 5.859 7.32375 8.7885 第 5.859

8 4.0176 条 6.696 一 6.696 条 8.37 条 10.044 一 6.696

9 4.5198 7.533 項 7.533 9.41625 11.2995 項 7.533 （最低保障）

10 条 5.022 第 8.37 8.37 第 10.4625 第 12.555 8.37

11 7.43256 9.2907 11.613375 11.613375 13.93605 11.613375   給料

12 8.16912 一 10.2114 第 12.76425 一 12.76425 一 15.3171 第 12.76425 　扶養手当

13 第 8.90568 11.1321 13.915125 13.915125 16.69815 13.915125

14 9.64224 項 12.0528 四 15.066 項 15.066 項 18.0792 四 15.066

15 10.3788 12.9735 16.216875 16.216875 19.46025 16.216875 2.7A

16 二 12.88143 14.3127 条 17.890875 17.890875 20.8413 条 17.890875 　１年未満

17 14.08671 15.6519 19.564875 19.564875 22.22235 19.564875

18 項 15.29199 16.9911 第 21.238875 21.238875 23.6034 第 21.238875 3.6A

19 16.49727 18.3303 22.912875 22.912875 24.98445 22.912875 　１年以上

20 19.6695 19.6695 二 24.586875 24.586875 26.3655 一 24.586875 　２年未満

21 21.3435 21.3435 26.260875 26.260875 27.74655 26.260875

22 23.0175 23.0175 項 27.934875 27.934875 29.1276 項 27.934875

23 第 24.6915 24.6915 29.608875 29.608875 30.50865 29.608875

24 26.3655 26.3655 31.282875 31.282875 31.8897 31.282875

25 三 28.0395 28.0395 33.27075 33.27075 33.27075 33.27075

26 29.3787 29.3787 第 34.77735 第 34.77735 34.77735 第 34.77735

27 条 30.7179 30.7179 五 36.28395 五 36.28395 36.28395 五 36.28395

28 32.0571 32.0571 条 37.79055 条 37.79055 37.79055 条 37.79055

29 第 33.3963 33.3963 第 39.29715 第 39.29715 39.29715 第 39.29715

30 34.7355 34.7355 二 40.80375 一 40.80375 40.80375 一 40.80375

31 一 35.7399 35.7399 項 42.31035 項 42.31035 42.31035 項 42.31035

32 36.7443 36.7443 43.81695 43.81695 43.81695 43.81695

33 項 37.7487 37.7487 45.32355 45.32355 45.32355 45.32355

34 38.7531 38.7531 46.83015 46.83015 46.83015 46.83015

35 39.7575 39.7575 47.709 47.709 47.709 47.709

36 40.7619 40.7619 四 四 四 四

37 41.7663 41.7663 十 十 十 十

38 42.7707 42.7707 八 本 八 本 八 本 八 本

39 43.7751 43.7751 年 則 年 則 年 則 年 則

40 44.7795 44.7795 条 附 条 附 条 附 条 附

41 45.7839 45.7839 例 則 例 則 例 則 例 則

42 46.7883 46.7883 附 第 附 第 附 第 附 第

43 47.709 47.709 則 二 則 二 則 二 則 二

44 47.709 47.709 第 十 第 十 第 十 第 十

45 47.709 47.709 七 五 七 五 七 五 七 五

46 47.709 47.709 項 項 47.709 項 項 47.709 項 項 47.709 項 項 47.709

①四十八年条例附則第六項・退条附則二十四項
②平成15年条例第60号附則第12項

・公務外  の傷病又

自己都合 公務外  は死亡

② ②

① ①

                

傷  病

・通勤によ  ・整理   

Aは基本給月額

 ・公務上
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２ 退職手当からの控除 

 

  退職手当から控除されるものとしては、((11））退退職職手手当当にに係係るる所所得得税税・・住住民民税税 ((22))住住民民税税未未 

 払払分分のの一一括括徴徴収収及び((33))共共済済組組合合貸貸付付金金のの残残額額があります。 

 

（（１１））所所得得税税・・住住民民税税（（県県民民税税及及びび市市町町村村民民税税））  

    他の給与所得とは区分され退職手当額単独で課税され、下記計算式により求めた「課税 

   対象所得額」を元に各税額を計算します。 

                               
      課課税税対対象象所所得得額額  ＝＝  （（  退退職職手手当当額額  －－  退退職職所所得得控控除除額額  ））  ××  １１／／２２ … 千円未満切り捨て  

  
 
 

「源泉徴収のための退職所得控除額表」により算出  

 ※勤続年数 

     退職手当の勤続期間と異なり端数が生じた場合は切り上げます。また休職、停職 

  等の期間は専従休職を除き除算されません。 

 

 

    ○○所所得得税税のの計計算算 

 

     所所得得税税  ＝＝  ｛｛（（課課税税対対象象所所得得額額  ××  税税率率））－－  控控除除額額  ｝｝  ××  110022..11%%  

                                                          … １円未満切り捨て 

  表 3 退職所得の源泉徴収税額の速算表（令和 5 年分） 
課税退職所得金額(A) 所得税率 (B) 控除額(C) 税額＝((A)×(B)－(C))×102.1％ 

1,950,000円以下 

1,950,000円超   3,300,000円  〃  

3,300,000円〃   6,950,000円  〃  

6,950,000円〃   9,000,000円  〃  

9,000,000円〃  18,000,000円  〃  

18,000,000円〃  40,000,000円  〃  

40,000,000円〃  

 5％  
10％  
20％  
23％  
33％  
40％  
45％  

― 
97,500円 

427,500円 
636,000円 

1,536,000円 
2,796,000円 
4,796,000円 

((A)×5%            )×102.1% 
((A)×10%－   97,500円 )×102.1% 
((A)×20%－  427,500円 )×102.1% 
((A)×23%－  636,000円 )×102.1% 
((A)×33%－1,536,000円 )×102.1% 
((A)×40%－2,796,000円 )×102.1% 
((A)×45%－4,796,000円 )×102.1% 

 
    ○○住住民民税税（（県県民民税税及及びび市市町町村村民民税税））のの計計算算 

     
     県民税、市町民税それぞれの税率を元に下記計算式により税額を求めます。 

     

     県県  民民  税税  ＝＝    課課税税対対象象所所得得額額    ××      ４４％％         … 百円未満切り捨て 

                    市市町町村村民民税税  ＝＝    課課税税対対象象所所得得額額    ××      ６６％％          … 百円未満切り捨て 
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 例）退職手当額 2,300万円、勤続年数37年の職員の所得税及び住民税 

 退職所得控除額  ＝   1,990万円 … ①  

 課税対象所得額  ＝ （2,300万円 － ①） × １／２ ＝ 155万円 … ② 

 所 得 税  ＝ （② × 5％）× 102.1%＝ 79,127円 

 県 民 税  ＝   ② ×  4％  ＝ 62,000円 

 市町村民税  ＝   ② ×  6％  ＝ 93,000円 

  
（２）住民税未払分の一括徴収 

       前年の所得に係る住民税は、今年の６月から翌年の５月まで、毎月の給料から源泉徴収 

   されていますが、３月に退職される方については、４・５月分の住民税の未払いが生じるこ

とになりますので、退職手当から一括して徴収することとなります。    

 

（３）共済組合貸付金 

    退職時、共済組合からの貸付金に残金がある方は、退職手当から一括控除し返済します。 
 

 

３ 計算例 

 

 ◆60 歳以後の勤務選択と退職手当計算例について 

 

 58 歳     59 歳     60 歳     61 歳      65 歳年度末 

 
定年まで常勤職員として勤務 

短時間勤務職員として勤務 
（定年前再任用） 

60 歳以後は勤務せず退職 

59 歳以前に勧奨退職 

〇定年まで常勤職員として勤務・・・例例１１、、例例２２ 
〇60 歳以降は短時間勤務職員として勤務・・・例例３３ 
〇60 歳以後は勤務せず退職・・・例例３３ 
〇59 歳以前に勧奨退職・・・例例４４ 
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   例例１１））定定年年退退職職のの場場合合（（6611歳歳、、教教諭諭））※※休休職職等等期期間間ななしし  
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                      33年 1年 

 採用                                           60歳到達   退職 

  60歳到達時の給料の月額 …F2－142（給料401,600円 教職調整額16,064円） 

  退職時の給料の月額 …F2－142（給料281,100円 教職調整額11,244円） 

住民税月額 … 30,000円 

退職手当額 ： 20,996,460 円 

控除金合計：   301,277 円 

差差引引支支給給額額    20,695,183 円円  
 
◎退職手当額 

 ・新条例等退職手当額                 
 

   在職期間 60 歳到達後の 3 月 31 日まで 33 年、退職時まで 34 年 
    勤続期間 在職期間と同じ（除算なし） 
  60 歳到達時の給料の月額 417,664 円（F2－142 給料 401,600 円 教職調整額 16,064 円） 
  退 職 時 の 給 料 の 月 額 292,344 円（F2－142 給料 281,100 円 教職調整額 11,244 円）                   

60 歳到達時の支給率 45.32355（表 1 から） 
退 職 時 の 支 給 率 46.83015（表 1 から） 
調 整 額 27,100 円×60 月＝1,626,000 円      

              （第 7 号区分の該当月数：134 月)      
退職手当額                                        

        417,664 円×45.32355 ＋ 292,344 円 ×（46.83015－45.32355）＋ 1,626,000 円       

＝ 20,996,460 円  
             ※1 円未満切り捨て      

 ◎控除金 

税用勤続年数 34 年 
課税対象所得額 (20,996,460 円－1,780 万円)×1/2 ＝ 1,598,000 円 ※千円未満切り捨て 

①所 得 税  （1,598,000×5%）×102.1% ＝ 81,577 円 ※1 円未満切り捨て 
   ②県 民 税   1,598,000×4% ＝ 63,900 円 ※百円未満切り捨て 

③市町村民税  1,598,000×6% ＝ 95,800 円 ※百円未満切り捨て 
   ④住民税一括徴収  30,000 円 × 2 月 ＝ 60,000 円 

    
                        控除金計（①＋②＋③＋④）301,277 円 
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例例２２））定定年年退退職職のの場場合合（（6611歳歳、、校校長長、、6600歳歳到到達達後後にに教教諭諭にに降降任任））※※休休職職等等期期間間ななしし  
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                      37年11月 1年 

 採用                                          教諭に降任   退職 

  60歳到達時の給料の月額 …F4－37（給料449,200円） 

  退職時の給料の月額 …F2－157 

（基礎給料月額283,800円 管理監督職勤務上限年齢調整額30,600円 教職調整額12,576円） 

住民税月額 … 30,000円 

退職手当額 ： 24,420,682 円 

控除金合計：   348,505 円 

差差引引支支給給額額    24,072,177 円円  
 
◎退職手当額 

 ・新条例等退職手当額                 
 

   在職期間 60 歳到達後の 3 月 31 日まで 37 年 11 月、退職時まで 38 年 11 月 
    勤続期間 在職期間と同じ（除算なし） 
  60 歳到達時の給料の月額 449,200 円     
  退 職 時 の 給 料 の 月 額 326,976 円 

（F2－157 給料 283,800 円 管理監督職勤務上限年齢調整額 30,600 円 教職調整額 11,352 円）             

支 給 率 47.709（表 1 から） 
調 整 額 54,150 円×36 月 + 43,350 円×24 月      

＝2,989,800 円             
              （第 4 号区分の該当月数：36 月)  

              （第 5 号区分の該当月数：72 月)      
退職手当額                                        

        449,200 円×47.709 ＋ 326,976 円×（47.709－47.709）＋ 2,989,800 円           

＝ 24,420,682 円  ※1 円未満切り捨て      

 ◎控除金 

税用勤続年数 38 年 
課税対象所得額 (24,420,682 円－2,060 万円)×1/2 ＝ 1,910,000 円 ※千円未満切り捨て 

   ①所 得 税  （1,910,000×5%）×102.1% ＝ 97,505 円 ※1 円未満切り捨て 
   ②県 民 税   1,910,000×4% ＝ 76,400 円 ※百円未満切り捨て 

③市町村民税  1,910,000×6% ＝ 114,600 円 ※百円未満切り捨て 
   ④住民税一括徴収  30,000 円 × 2 月 ＝ 60,000 円 

    
                        控除金計（①＋②＋③＋④）348,505 円 
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   例例３３））6600歳歳到到達達後後、、定定年年前前にに自自己己都都合合退退職職のの場場合合（（6600歳歳、、教教諭諭））※※休休職職等等期期間間ななしし  
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                      38年 

 採用                                                           退職 

  退職時の給料の月額 …F2－149（給料403,400円 教職調整額16,136円） 

   住民税月額 … 30,000円、 共済組合貸付金残額 … 2,000,000円 

退職手当額 ： 21,641,643 円 

控除金合計： 2,138,546 円 

差差引引支支給給額額    19,503,097 円円  
 
 
◎退職手当額 

 ・新条例等退職手当額                  
 

   在職期間 38 年                 

    勤続期間 38 年（除算期間なし）           
  退職時の給料の月額 419,536 円                  

（F2－149 給料 403,400 円 教職調整額 16,136 円）     

 
支 給 率 47.709（表 1 から、60 歳に達した職員の退職手当の特例により定年退職として算出） 
調 整 額 27,100 円×60 月＝1,626,000 円      

              （第 7 号区分の該当月数：157 月)        
退職手当額                                      

        419,536 円×47.709 + 1,626,000 円      
＝ 21,641,643 円  

             ※1 円未満切り捨て      

 ◎控除金 

税用勤続年数 38 年 
課税対象所得額 (21,641,643 円－2,060 万円)×1/2 ＝ 520,000 円 ※千円未満切り捨て 

①所 得 税  （520,000×5%）×102.1% ＝ 26,546 円 ※1 円未満切り捨て 
   ②県 民 税   520,000×4% ＝ 20,800 円 ※百円未満切り捨て 

③市町村民税  520,000×6% ＝ 31,200 円 ※百円未満切り捨て 
   ④住民税一括徴収  30,000 円 × 2 月 ＝ 60,000 円 

      ⑤共済組合貸付金残額               2,000,000 円 
                        控除金計（①＋②＋③＋④＋⑤）2,138,546 円 
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   例例４４））勧勧奨奨退退職職のの場場合合（（5588歳歳、、教教諭諭））※※一一般般休休職職  HH77..77..1100～～HH88..77..99  

 

 

 

 

Ｓ 

63 
4 
1 

  
  
  
  

 Ｈ 

  7 
  7 
 10 

 

 

 

 

H 

8 

7 
10 

      

                   
                                        
                     

 Ｒ 

  6 
  3 
 31 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 36年  

7年4月 11月 27年9月 
 採用                       一般休職                                退職 

  退職時の給料の月額 …F2－149（給料403,400円 教職調整額16,136円） 

 住民税月額 … 30,000円 

                                       退職手当額 ： 22,442,268円 

控除金合計：    304,752円 

差差引引支支給給額額      22,137,516円円  
 
◎退職手当額 

 ・新条例等退職手当額                  
 

   在職期間 36 年                

   除算期間 5.5 月（一般休職 11 月×1/2）     

    勤続期間 36 年－5.5 月＝35 年 6.5 月       
→ 35 年                

  退職時の給料の月額 419,536 円                  
（F2－149 給料 403,400 円 教職調整額 16,136 円）     

 
支 給 率 47.709（表 1 から）                  

   特例給料月額 419,536 円×｛1＋（0.02×2 年)}        
＝ 436,317.44 円 ※端数は切り捨てない。 

    調 整 額 27,100 円×60 月＝1,626,000 円      
（第 7 号区分の該当月数：133 月)       

   退職手当額                    
436,317.44 円×47.709+ 1,626,000 円 
＝ 22,442,268 円        

             ※1 円未満切り捨て 

 ◎控除金 

税用勤続年数 36 年 
課税対象所得額 (22,442,268 円－1,920 万円)×1/2 ＝ 1,621,000 円 ※千円未満切り捨て 

①所 得 税  （1,621,000×5%）×102.1% ＝ 82,752 円 ※1 円未満切り捨て 
②県 民 税   1,621,000×4% ＝  64,800 円 ※百円未満切り捨て 
③市町村民税  1,621,000×6% ＝  97,200 円 ※百円未満切り捨て 
④住民税一括徴収  30,000 円 × 2 月 ＝ 60,000 円 

                          控除金計（①＋②＋③＋④）304,752 円 

切り捨て 
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源泉徴収のための退職所得控除額の表（令和 5年分）
（所得税法別表第六）

（注）この表における用語の意味は、次のとおりです。
　　 1　「勤続年数」とは、退職手当等の支払を受ける人が、退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の

基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間により計算した一定の年数をいいます（所得税法施行令第69条）。
　　 2　「障害退職の場合」とは、障害者になったことに直接基因して退職したと認められる一定の場合をいいます（所

得税法第30条第 6項第 3号）。
　　 3　「一般退職の場合」とは、障害退職の場合以外の退職の場合をいいます。
（備考）
　　 1　退職所得控除額は、 2に該当する場合を除き、退職手当等に係る勤続年数に応じ「勤続年数」欄の該当する行に

当てはめて求めます。この場合、一般退職のときはその行の「退職所得控除額」の「一般退職の場合」欄に記載さ
れている金額が、また、障害退職のときはその行の「退職所得控除額」の「障害退職の場合」欄に記載されている
金額が、それぞれその退職手当等に係る退職所得控除額です。

　　 2　所得税法第30条第 6項第 1号（退職所得控除額の計算の特例）に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準
じて計算した金額が、その退職手当等に係る退職所得控除額です。

勤続年数
退 職 所 得 控 除 額

勤続年数
退 職 所 得 控 除 額

一般退職の場合 障害退職の場合 一般退職の場合 障害退職の場合
　

₂年以下

₃　年
₄　年
₅　年
₆　年
₇　年
₈　年
₉　年
10　年
11　年
12　年
13　年
14　年
15　年
16　年
17　年
18　年
19　年
20　年
21　年
22　年
23　年

千円
800

　
1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
3,200
3,600
4,000
4,400
4,800
5,200
5,600
6,000
6,400
6,800
7,200
7,600
8,000
8,700
9,400
10,100

千円
1,800

　
2,200
2,600
3,000
3,400
3,800
4,200
4,600
5,000
5,400
5,800
6,200
6,600
7,000
7,400
7,800
8,200
8,600
9,000
9,700
10,400
11,100

　
24　年
25　年
26　年
27　年
28　年
29　年
30　年
31　年
32　年
33　年
34　年
35　年
36　年
37　年
38　年
39　年
40　年
　

41年以上

千円
10,800
11,500
12,200
12,900
13,600
14,300
15,000
15,700
16,400
17,100
17,800
18,500
19,200
19,900
20,600
21,300
22,000

　
22,000千円に、
勤続年数が40年
を超える１年ご
とに700千円を
加算した金額

千円
11,800
12,500
13,200
13,900
14,600
15,300
16,000
16,700
17,400
18,100
18,800
19,500
20,200
20,900
21,600
22,300
23,000

　　
23,000千円に、
勤続年数が40年
を超える１年ご
とに700千円を
加算した金額

（※）1 �　一般退職手当等とは、退職手当等のうち、短期退職手当等及び特定役員退職手当等のいずれにも該当しないも
のをいいます。
2　短期退職手当等とは、短期勤続年数（役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が 5年以下で
あるものをいい、この勤続年数については、役員等として勤務した期間がある場合には、その期間を含めて計算し
ます。）に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
3 　特定役員退職手当等とは、役員等としての勤続年数（以下「役員等勤続年数」といいます。）が 5年以下である
人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

（注）1　課税退職所得金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
2 　本年中に一般退職手当等、特定役員退職手当等又は短期退職手当等のうち 2 以上の退職手当等がある場合の課
税退職所得金額の計算方法については、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載している「短期退職
手当等Q&A」をご確認ください。

課税退職所得金額の算式の表（令和 5年分）
退職手当等の区分 課 税 退 職 所 得 金 額
一般退職手当等（※1）

の場合 （一般退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額）× 1―2

短期退職手当等（※2）
の場合

①　短期退職手当等の収入金額−退職所得控除額≦300万円の場合

（短期退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額）× 1―2
②　短期退職手当等の収入金額−退職所得控除額＞300万円の場合
150万円＋｛短期退職手当等の収入金額 − （300万円＋退職所得控除額）｝

特定役員退職手当等（※3）
の場合 特定役員退職手当等の収入金額−退職所得控除額
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４ 退職手当の受給準備 

 
（１）退職手当請求書類の提出 

    提出書類は「給与事務の手引」に掲載している様式の写しを使用し、１１月頃に各所属 

   へ送付する記入要領を参考に漏れや誤りが無いよう作成してください。 
（２）書類の整理 

    他県等で勤務した期間が有る場合は、当該任命権者が発行する履歴証明書及び退職手当 

   の受給有無証明書が必要です。 

（３）支払方法 

    支払いは口座振込により受給者本人名義の口座へ振り込みます。なお、口座の種類は普 

   通預金又は当座預金となります。 

   振振込込先先ととししてて届届出出らられれたた口口座座はは入入金金ががああるるままでで、、名名義義変変更更等等ははししなないいよよううににおお願願いいししまますす。。 

（４）支払時期・通知 

    退職後１か月以内に支払います。３月３１日に退職される方の場合は、４月末までに支払

われる予定です。また支給額や計算内訳等については、退職時の所属を経由して送付される

通知書により確認してください。 

（５）その他 

   年度末退職者の退職所得にかかる源泉徴収票については、５月下旬頃に退職時の所属を経由

して送付される予定です。 
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